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連 合 大 分 第 8 8 回 メ ー デ ー 大 分 県 中 央 大 会 を 開 催

４月２９日(土)、

連合大分（ 佐

藤寛人会長）

は大分市若草

公園 で 第８ ８

回メーデー県

中央大会を開

催し 、加 盟 組

織の組合員等

約２，５００名（主催者発表）が参加しまし

た。

【連合大分佐藤寛人会長あいさつ】

・国の働き方改革の論議が進む中、労使

による罰則付き時間外労働の上限規制

が法制化される見通しとなった。長時間

労働是正に向け組合員の積極的な参加

をお願いする。

・2017春闘で中小地場企業、パート、有

期契約労働者をめぐる新しい動きがで

てきた。この流れを後に繋げていきたい。

・ テロ 等防止

罪等の国会審

議の動向を注

視して いきた

い。

・憲法を 基盤

とした働くこと

を 軸とする 安

▼ ６月
13日(火) 労働なんでも相談(臼杵)
15日(木) 第３回大分県働き方改革推進会議
16日(金) ファザーリング全国フォーラム

inおおいた(～17日(土))
19日(月) 新規大卒者等合同企業面接会

(大分市 ～20日(火))
22日(木) 巡回特別労働相談(大分)
▼ ７月
8日(土) 元気おおいた就職ガイダンス

(高校生向け合同企業説明会)
13日(木) 労働なんでも相談(宇佐)
27日(木) 巡回特別労働相談(中津)

主な労働関係行事等(6月～7月)
連合大分 第８８回メー デ ー 大分県中央大会の風景(大分市若草公園)

連合大分 佐藤寛人会長

来賓あいさつをする
広瀬勝貞知事

大分県の最低賃金(地域別)は

１時間 円７１５
必ずチェ ック！
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元祖イクボスの川島高之氏の基調講演に加え、おおいたワー
ク・ライフ・バランス推進優良企業表彰を受けた企業が取組を
紹介し、具体的な事例を分かりやすくお話します。
（登壇者）

・川島高之氏（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事）
・(株)日豊ケアサービス
・(株)大分銀行

そのほかにもたくさんのプログラムがあります。
★詳しくは

コチラ⇒

おすすめ▶【分科会１】６/１６(金)13:45～15:15

「働き方改革」のすゝめ～イクボスが進める！男の働き方改革

連合大分、県下６地区でメーデー
集会を開催

連合大分は昨年熊本地震の影響で開

催を見送った地区メーデーについて、今

年は４月２９日(土)、県下６カ所で開催し

ました。各会場ではメーデーのスローガ

ンや集会宣言を採択しました。集会後は、

参加者は福引きなどの催しに参加しまし

た。

○別府杵築速見国東地区

会場：別府市城島高原パーク

参加者：約１，５００名

○中津宇佐高田地区

会場：中津市オイレス工業グランド

参加者：３３組合、約１，２００名

○日田玖珠地区

会場：玖珠町玖珠川河川敷

心社会実現へ積極的な取り組みをお願

いする。

この後、来賓として広瀬勝貞知事が祝

辞で、県としても働き方改革について労

使の話し合いの場を設け、知恵を出し合

い、安心して働くことができる労働環境

の整備に取り組むと述べました。

続いて佐藤樹一郎大分市長が祝辞を

述べました。

集会では、「長時間労働の撲滅 ディー

セント・ワークの実現 今こそ 底上げ、

底支え、格差是正の実現を！」のメーデー

スローガンのもと、ディーセント・ワークの

確立、社会的セーフティーネットの拡充、

被災地支援の継続等のメーデー宣言を

採択し、また長時間労働是正の取組強

化の特別決議を行いました。

集会終了後は、参加者はアトラクショ

ンを楽しみました。

参加者：２９組合、約６００名

○佐伯地区

会場：佐伯市池船スポーツ公園

参加者：１７組合、約８００名

○臼津地区

会場：臼杵市臼杵市民グランド

参加者：１８組合、約７４０名

○豊肥地区

会場：豊後大野市三重町

エイトピアおおの

参加者：１６組合、約６００名

大分県労連 第８８回たたかう
メーデー大分県中央集会開催

大分県労連

（安藤嘉洋議

長）は５月１日

( 月) 、大分市

の若草公園で

第 ８８回た た

かうメーデー大

分県中央集会

を 開 催 し 、組

合員等約３００名(主催者発表)が参加し

ました。

【大分県労連・安藤嘉洋議長あいさつ】

・国の働き方改革では、時間外労働の

上限規制を月１００時間未満にしようとし

ているが、これでは過労死を防ぐことは

できない。

・安倍内閣の弱い者いじめの政治に対し

昨年夏の参議院選での野党協力から広

範な労働者の連帯をつくりだす必要が

ある。

この後来賓として共産党・堤栄三県議

が、国会での共謀罪審議にふれ、様々

な団体の活動を監視する社会になる恐

れがあると述べました。次いで社民党大

分県連からはじめて 守永信幸副代表

（県議）が参加し、働きやすい社会作りへ

の労働者の結集を訴えました。

その後、県労連加盟の年金者組合、生

協労連からそれぞれ春闘やこれからの

取組について決意表明がありました。

続いて「働くものの団結で生活と権利

を守り、平和と民主主義、中立の日本を

めざそう。」のメーデースローガンやメーデー

宣言を採択しました。また、プラカードコ

ンテストの審査、福引抽選会等のアトラ

クショ ンが行われ、最後に団結ガンバロー

で集会を終えました。

集会後、参加者は中央通りをデモ行進

しました。
県労連 安藤嘉洋議長

臼津地区メー デ ー 会場

県労連メー デ ー 中央集会会場

県労連メー デ ー デ モ行進
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インタビュー

この人にききました
若者の就職支援の取り組みと現状について

ジョブカフェおおいた本センター

チーフ相談員 渡邉義範 氏

ジョブカフェおおいた本センター

ジョ ブカフェおおいた

若者の就職支援のワンストップセンター

【本センター】

〒870-0035 大分市中央町3-6-11

(ガレリア竹町 )

TEL：097-533-8878

FAX：097-533-8667

開所時間：月～土 ９：３０～１８：００

休み 日・祝日（年末年始）

大分県は平成１６年「ジョ ブカフェお

おいた」を設置。現在本センター(大分市)

と４つのサテライト(別府市、中津市、日

田市、佐伯市)で、若者を対象にした総

合的な就職支援サービスを行っていま

す。今回は本センターのチーフ相談員・

渡邉義範さんに本センターの取り組み等

をお聞きしました。

Ｑ．春の時期は、どういった方が利用さ

れていますか？

渡邉 ３月～５月は就職活動中の大学

生等が多く来所されます。学生は、大学

等のキャリア支援室と並行して本センター

を利用している方が多いですね。

支援の内容としては、通常の相談に加

え、合同企業説明会、エントリーシート集

中相談会、模擬面接＆個別相談会など

を実施しています。

Ｑ．就活中の学生以外の利用者は？

渡邉 もともとジョ ブカフェは、若年無就

職者やフリーターの就業安定のために設

立されました。一度就職した後に離職し

再就職を希望する若者の支援にも取り

組んでいます。

相談者毎に担当者を決め、面談の他

に応募書類の添削や面接練習など相談

者のニーズにきめ細かく対応しています。

利用回数は相談者によって異なります

が、平均すると就職までに概ね６回程度

利用いただいています。

また、子育て中の女性の方の来所も

あります。

Ｑ．学校向けの取り組みもあるのですか？

渡邉 高校や大学・短大等に出向いて

の就職支援セミナー等も行っています。

Ｑ．企業向けのサービスはありますか？

渡邉 来春卒業予定の学生やＵＩＪターン

希望者等を対象にした合同企業説明会、

合同企業面接会を年４回開催しています。

その他にも、個別企業説明会も行って

います。

Ｑ．若者の県内企業への就職について

はどのような状況ですか？

渡邉 若者の地元企業に対する認識は

まだまだ低いと感じます。魅力ある地元

企業がたくさんあるので、もっと地元企

業に着目してもらいたいですね。

企業の方も若者への魅力発信の場と

して、合同企業説明会や合同企業面接

会をもっと利用していただけたらと思い

ます。

Ｑ．就活中の若者へ一言お願いします。

渡邉 就職活動で悩んだら、一人で悩ま

ず、少しだけ勇気を出してジョ ブカフェ

おおいたを訪れてみてください。それが

何かのきっかけになるかもしれません。

私たち相談員と話をする中で、自分の可

能性を見つけていきましょう。自分を信

じて、私たちと一緒に歩んでいきましょう。

相談員一同、皆さんの来所をお待ちして

います。

Ａ：就職相談

Ｂ：パソコンによる適性診断

Ｃ：企業情報・求人情報の提供

Ｄ：企業見学

Ｅ：就職支援セミナー

Ｆ：応募書類の添削、模擬面接

Ｇ：就職後のフォローアップ

▶
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た
本
セ
ン
タ
ー

の
入
り
口
（大
分
市
ガ
レ
リ
ア
竹
町
）

ジョブカフェおおいたの
就職支援サービス

ホームページはこちら

【ジョ ブカフェおおいたサテライトの紹介】

○別府サテライト

〒874-8588 別府市中央町７－８

別府商工会議所２階

TEL0977-27-5988 FAX0977-26-2232

開所時間：月～金 ９：００～１７：３０

休み 土・日・祝日(年末年始)

○中津サテライト

〒871-8510 中津市殿町１３８３－１

中津商工会議所内

TEL0979-22-1207 FAX0979-22-1207

開所時間：月～金 ８：３０～１７：３０

休み 土・日・祝日(年末年始)

○日田サテライト

〒877-8686 日田市三本松2-2-16

日田商工会館1階

TEL0973-23-6898 FAX0973-23-6899

開所時間：月～金 ８：３０～１７：３０

休み 土・日・祝日(年末年始)

○佐伯サテライト

〒876-0845 佐伯市内町１－７

仲町商店街2丁目

TEL0972-23-8730 FAX0972-23-8732

開所時間：月～金 ８：３０～１７：３０

休み 土・日・祝日(年末年始)

就職希望の若年者の方
(おおむね40歳未満)

就職相談や

就職支援を受けたい場合は

ジョブカフェおおいたへ

お問い合わせください!!

ジョ ブカフェ おおいた
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県内の動き（労働・経済関係）
県立工科短期大学校第２０期生の入学式
４月７日(金)、中津市の県立工科短期

大学校で入学式が行われ、７１名が入

学しました。

入学式では宮﨑淳一校長が「高い志と

熱い情熱を持って勉学に励み、全員が

目標を達成することを期待します。」と述

べました。

入学生を代表して、吉武弘幸さん（機

械システム系）が「社会に役立つ感性豊

かな 技術者と

な る こ と を 目

指し 、学 生の

本分を尽くすこ

とを誓います。」

宣誓しました。

また、太田豊

彦 副 知 事 が

「ものづく りの

現場で必要となる高度な知識や技術を

学んで、多くの経験を積み、人間力を高

め、自身の夢を見つけていただきたい。」

と入学生を激励しました。

県立工科短期大学校は、実践的な即

戦力となる技術者を養成するため、平成

１０年に開校しました。今年の入校生は

第２０期生となります。

大分、佐伯、

日田の各高等

技術専門校、

別府の竹工芸

訓 練 セ ン ター

でも、４月１１日

(火)に平成２９

年度入校式が

行われ、１５６

名が入校し、それぞれ専門の職業人を

目指し、新しいスタートをきりました。

大分県最低賃金総合相談支援センター

大分県最低賃金総合相談支援センターでは、販路開拓、経
営戦略、生産性向上、ＩＴ活用などの中小企業経営者の抱え
る問題について、電話、メール、来所での相談を無料でお受
けします。

秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。
専門家の派遣、賃金と業務の改善を支援する業務改善助成

金の案内も行っております。

１ 開所日 月～金（祝日及び12/29～1/3を除く）
２ 受付時間 9時～17時(来所の受付は16時30分まで)

※火・水は18時まで
３ 相談の方法
(1)電話相談 0120-008-317(フリーダイヤル)
(2)メール相談 saichinup@oct-net.ne.jp
(3)来所相談 大分県最低賃金総合相談支援センター

〒870-0037 大分市東春日町17-20
ソフトパークセンタービル２Ｆ

●ホームページ https://www.oita-saichin.jp/

知事告辞を読み上げる
太田豊彦副知事

式辞を述べる大分高等
技術専門校・渡辺校長

大分高等技術専門校等で平成29
年度の入校式

大分県立工科短期大学校第２０期生の皆さん

(１)講座の内容

◆学生向け

対象：高校生・大学・短大・専修学校な

どの学生の皆さん

内容：「ワークルールの基礎知識」

「ブラックバイト問題」 など

◆ 労働者向け

対象：労働組合役員・組合員、一般の労

働者の方

内容：「ワークルールの基礎知識」、

ハラスメント、メンタルヘルスなど

◆企業向け

対象：経営者、労務担当者

内容：労働関連法令(最近の改正など)

ハラスメント、メンタルヘルスなど

(２)申込み等について

○実施時期、時間、内容等は、可能な

限りご希望に沿います。

○講師：雇用労働政策課職員

○資料：雇用労働政策課で必要部数を

用意します。

○経費：無料

○会場：申込者に用意していただきます。

出前講座いたします!!

学 校 労 組 企 業

問い合わせ・申込先

雇用労働政策課労働相談・啓発班

Tel： ０９７－５０６－３３５３

Fax： ０９７－５０６－１７５６

E-mail： a14580@pref.oita.lg.jp

※来所の際は、巡回相談等により不在の場合もありますので、事前に連絡をお願いします。
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◆企業の人事担当者様向けに、精神障がい者・発達障がい者

を雇用する上で知っておくべきポイントがわかる研修です！

【採用】

○面接時に、企業の人事担当者が聞いておいた方がいい質
問があります。

【事例】

○うまくいかなかった例も紹介しますので、今後の参考にで

きます。

【支援機関】

○支援機関をうまく活用すれば、一人で悩む必要はありま

せん。
【日時】平成２９年７月２６日(水)13:30～17:00

【会場】(社福)太陽の家

別府市大字内竈1393-2

【申込先】大分県商工労働部雇用労働政策課雇用推進班

TEL：０９７-５０６-３３４２

【定員】１０名

◎大分県非正規雇用労働者待遇改善支援セン ター◎◎ 医療労務管理相談室 ◎

（平成29年度大分労働局委託事業）
医療機関の皆様

労務管理についてお困りごとはありませんか？
医療従事者を支援する医療労務管理相談室を

ご活用ください。
ご相談は無料です。個別支援にも対応します。

（平成29年度大分労働局委託事業）
・非正規の方のモチベーションを上げたい
・優秀な非正規の方を確保したい
・賃金制度の見直し方がわからない

･･･など、そんなお悩みをお持ちの事業主のみなさま
非正規雇用労働者待遇改善支援センターに、

まずは電話・メールでご相談ください。

相談受付専用電話 ０９７－５３５－７１７３
メール：sr.oita.hiseiki@gmail.com

相談受付専用電話 ０９７－５３５－７２０３
メール：sr.oita.iryou@gmail.com

〒870-0021 大分市府内町1-6-21 山王ファーストビル４階

大分県社会保険労務士会内

医療労務管理相談室・非正規雇用労働者待遇改善支援センターとも
相談日：月曜日～金曜日 受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
※土・日・祝祭日、8/14～8/15・ 12/29～1/3は、お休みです。

◎ 精神障がい者・発達がい者 職場内サポーター養成研修

【プログラム】・採用のポイント

・職場見学・事例紹介

・意見交換

※プログラムは変更になる場合があります。

◎詳しくはインターネットにて

社労士大分

で検索!!

◎ 合同企業面接会のご案内 (対象：平成30年3月卒業予定者等)

合同企業面接会

おおいた新規大卒者等

６/１９(月)・２０(火) 平成３０年３月大学等卒業予定者の企業面接

が６月から開始されるのに合わせて、県内企業
の採用と県内就職希望者の就職を支援するため
「新規大卒者等合同企業面接会」を開催します。

【日時】平成２９年６月１９日（月）・２０日（火）
【会場】大分市府内町２－１－４

トキハ会館 ５階 ローズ・カトレアの間
【日程】

■就活セミナー(６/１９)11時00分～12時00分
※ カトレアの間

■個別相談コーナー 11時00分～16時00分

■面接会 13時00分～16時00分
※ローズの間

【主催】大分労働局・ハローワーク、大分県
大分市

（公財）大分県総合雇用推進協会

【対象者】平成３０年３月卒業予定の大学（院）生、

短大生、高専生、専門学校生等（既卒
３年以内の方を含む）

【参加企業】１０８社（予定）

【参加料等】無料 （就活セミナーは事前申込が
必要）

【お問合せ】（公財）大分県総合雇用推進協会

ＴＥＬ：０９７－５４８－５７７１

◎大分県では、ホームページで平成30年3月

卒業予定者等を対象とした合同企業説明会な

どの情報を提供しています。

大分県HPの「雇用労働政策課」(http://www.

pref.oita.jp/soshiki/14580/)のページで「合同

企業説明会などの開催情報」から合同企業説

明会等開催情報をご覧になれます。

会場周辺図



表１ 平成29年
現在

件数 年齢 平均賃金 額（円） 賃上げ率（％） 件数 額（円） 賃上げ率（％）

25 37 .4 257,385 8,627 3.35 24 6,259 2.42

12 37 .5 265,262 7,869 2.97 12 6,000 2.26

繊 維 工 業 1 X X X X 1 X X

化学、石油、プラスチック 1 X X X X 1 X X

窯 業 ・ 土 石 2 41 .6 317,210 10,324 3.25 2 8,184 2.58

鉄 鋼 、 非 鉄 1 X X X X 1 X X

電 気 機 械 器 具 1 X X 1 X X

輸 送 用 機 械 器 具 5 35 .3 245,249 8,488 3.46 5 6,479 2.64

電子部品・デバイス・電子回路、その他 1 X X X X 1 X X

1 X X X X 1 X X

6 41 .4 237,177 7,934 3.35 5 3,997 1.67

バ ス 2 42 .2 179,341 9,183 5.12 2 1,588 0.89

貨 物 3 41 .1 238,869 9,017 3.77 2 6,205 2.53

そ の 他 1 X X X X 1 X X

3 35 .1 258,843 12,063 4.66 3 7,923 3.06

2 32 .8 242,479 13,585 5.60 2 11,767 4.85

1 X X X X 1 X X

賃 上 げ・ 要 求 ・ 回 答・ 妥結 状況 雇用労働政策課
平成29年3月31日

区　　　　　分
要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求 妥　　　　　結

教 育 , 学 習 支 援 業

全 産 業 計

製 造 業 計

建 設 業

運 輸 業 , 郵 便 業 計

卸 売 業 , 小 売 業

宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業

第４９号 労働おおいた 平成２９年５月号
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平成２９年 春季賃上げ要求・回答・妥

結状況の第１回集計（３月３１日現在）が

まとまりましたので、お知らせします。

１ 概況

３月３１日現在、調査対象１７５事業所の

うち要求を把握できたのは２５事業所で、

全体の１４.３％（前年同期は、１７２事業所

中２６事業所、１５.１％）です。

そのうち妥結した事業所は２４事業所で、

要求を把握できた事業所の９６.０％（前

年同期は、２６事業所中２１事業所、８０.８

％）です。〔表〕

２ 要求状況

要求を把握できた２５事業所の平均要

求額は８,６２７円、要求賃上げ率は３.３５

％となっています。〔表〕

そのうち、前年の数字が把握できる１９

事業所における比較では、今年の要求

額は９,２６０円、要求賃上げ率は３.６８％

で、前年の７,４６７円、３.０５％に対して、

額で１,７９３円の増、率で０.６３ポイント上

回っています。

３ 妥結状況

妥結した２４事業所の平均妥結額は６,２

５９円、率は２.４２％となっています。〔表〕

そのうち、前年の数字が把握できる１８

事業所における比較では、今年の妥結

額は６,７５８円、妥結賃上げ率は２.６８％

で、前年の５,１７０円、２.１１％に対して、

額で１,５８８円の増、率で０.５７ポイント上

回っています。

（注）

１ 表は、本年の賃上げ状況について、

把握できたすべての事業所について集

計したものです。

２ 数字はすべて加重平均です。

３ 表中の符号「x」は対象が少ないため

公表しないが、「x」の数値は総数に含ま

れています。

４ 平均賃金とは、基本給に通勤手当、家

族手当等を加えた所定労働時間内勤務

に対する賃金の平均です。

○お問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課

労働相談・啓発班（内線3354）

電話 097-506-3354

平成２９年春季賃上げ要求・妥結状況(第1回) [大分県雇用労働政策課 平成２９年５月１日発表]

平成２８年労働福祉等実態調査結果の概要 [大分県雇用労働政策課 平成２９年３月３０日発表]

大分県では、毎年労働福祉等に関す

る「労働福祉等実態調査」を行っていま

す。

○調査期日 平成２８年６月３０日

○調査対象 １，０００事業所

○有効回答 ７１７事業所

平成２８年度の調査結果のうち、雇用

及び労働時間に関する部分は以下のと

おりです。

1 雇用状況

（１）雇用形態別労働者数

回答があった事業所の全労働者は82,

399人で、うち男性は50,456人(61.2%)、

女性は31,943人(38.8%)です。

雇用形態別では、「常用労働者」が78.

1%で、その内訳は「期間を定めずに雇わ

れている労働者(正社員)」68.7%、「期間

を定めて雇われている労働者(契約社員

等)」9.4%です。「常用労働者以外の労働

者」は21.9%で、その内訳は「パートタイ

ム労働者」14.3%、「業務委託等労働者」

4.2%、「派遣労働者」1.9%、「臨時・日雇

労働者」1.5%です。

産業別に「常用労働者以外の労働者」

の割合をみると、「宿泊業,飲食サービス

業」が47.8%と最も高く、「建設業」が6.1%

と最も低くなっています。

（２）パート、派遣、業務委託などの雇用

事業所割合

「パートタイム労働者を雇用している事

業所」は60.7%(前年62.9%)で、前年調査

より2.2ポイント減少。産業別では、「宿

泊業,飲食サービス業」が100%と最も高く、

次いで「医療,福祉」が96.7%。一方、最も

低いのは、「建設業」22.9%です。

「派遣労働者及び業務委託等労働者を

雇用している事業所」は21.9%(前年23.9

%)で、前年調査より2.0ポイント減少。

産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・

水道業」が50.0%と最も高く、次いで「情

報通信業」47.1%。一方、最も低いのは

「建設業」10.8%となっています。

２ 労働時間

（１）１週間の所定労働時間

１週間の所定労働時間の事業所平均は

39時間47分で、前年調査(39時間49分)

より2分減少。

１週間の所定労働時間の事業所割合

は、40時間以下の事業所は93.2%で、前

年調査より0.6ポイント増加。産業別では、

「複合サービス事業」が38時間30分と最

も短く、逆に「生活関連サービス業、娯

楽業」が40時間09分と最も長く、その差

は1時間39分となっています。

（２）年間の労働時間

① 総実労働時間

1年間の総実労働時間の事業所平均は

2,119時間で、前年調査より5時間増加し

ています。

産業別では、「複合サービス事業」が1,

948時間と最も短く、次いで「金融業、保

険業」2,011時間の順で、逆に「運輸業、

郵便業」が2,275時間と最も長く、業種間

で327時間の較差となっています。

② 所定内労働時間

１年間の所定内労働時間の事業所平

均は1,972時間で、前年調査より7時間

増加している。産業別にみると、「金融

業、保険業」が1,861時間と最も短く、次

いで「複合サービス事業」1,869時間の

順で、逆に「生活関連サービス業、娯楽

業」が2,029時間と最も長く、業種間で16

8時間の較差となっている。

③ 所定外労働時間

年間の所定外労働時間の事業所平均

は147時間で、前年調査より1時間増加

している。産業別では、「医療、福祉」が

53時間と最も短く、次いで「複合サービ

ス事業」78時間の順で、逆に「運輸業、

郵便業」が301時間と最も長く、業種間

で248時間の較差となっています。

◆詳しい調査結果概要は大分県HPから

「労働福祉等実態調査」で検索してくだ

さい。



全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県

26年 平均 363,338 311,068 291,475 255,184 71,863 55,884 149.0 154.3 136.2 143.4 12.8 10.9
357,949 314,181 288,508 257,000 69,441 57,181 148.7 156.2 135.8 143.9 12.9 12.3
361,593 316,584 289,899 258,251 25,047 58,333 148.6 156.7 135.9 144.1 12.7 12.6

28年 10月 298,760 259,508 290,976 258,728 7,784 780 148.3 158.8 135.5 145.7 12.8 13.1
11月 310,696 276,252 290,747 258,767 19,949 17,485 150.5 159.4 137.4 145.9 13.1 13.5
12月 662,980 574,637 290,721 259,032 372,259 315,605 148.0 156.9 134.9 143.4 13.1 13.5

29年　1月 301,049 264,767 288,063 259,038 12,986 5,729 139.2 150.3 126.9 137.0 12.3 13.3
　2月 293,387 261,951 289,344 260,056 4,043 1,895 146.7 154.5 134.0 140.6 12.7 13.9

厚生労働省「毎月勤労統計調査」（規模30人以上）
県統計調査課「毎月勤労統計調査地方調査」(規模30人以上)

全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分市 全　国 大分県

26年 平均 1.69 1.40 1.11 0.94 102.8 103.0 99.0 96.6 318,755 316,410
1.86 1.54 1.23 1.07 103.6 104.1 97.8 99.6 315,379 314,339

99.9 100.1
28年 10月 2.25 1.85 1.43 1.28 100.4 100.6 98.4 94.8 305,683 256,085

11月 2.34 1.86 1.41 1.30 100.4 100.5 99.9 100.1 294,019 273,140
12月 2.51 1.87 1.51 1.31 100.1 100.1 100.6 96.7 349,214 324,333

29年　1月 2.12 1.95 1.51 1.34 100.0 99.9 100.2 96.2 307,150 317,051
　2月 2.18 1.78 1.53 1.31 99.8 99.8 101.7 98.2  298,092 347,792

（注） 一般職業紹介状況の年平均は年度平均、月次は季節調整値、年度平均は原数値。

27年 平均

28年 平均

資料出所
厚　生

労働省

総務省統計局

｢消費者物価指数｣

大　分

労働局

厚　生

労働省

大　分

労働局

鉱工業生産指数
(季調済)22年＝100
※年指数は原指数

1世帯当り（勤労者世帯）

家計消費支出（円）

農林漁家世帯を含む
新規求人倍率 月間有効求人倍率

(季節調整値) (季節調整値)

消費者物価指数

(総合)22年＝100

経済産業省 ｢鉱工業
生産動向｣

県統計調査課
｢鉱工業生産指数月
報｣

総務省統計局

「家計調査」

全　国 大分市

資料出所 (大分県)

　　　             項目

年月

一般職業紹介状況(学卒除く｡パート含む)

28年 平均

　　　             項目

年月

賃　　金　　の　　動　　き 労　働　時　間　の　動　き

現金給与総額(円) 定期給与(円) 特別給与(円)
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

(時 間) (時 間) (時 間)

27年 平均
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大分県社会保険労務士会

▼主 要 経 済 指 標

Q私は、平成24年4月１日に有期労働
契約社員（契約期間:１年）として入

社し、その後、契約期間を更新しながら
現在まで約6年間勤めています。平成30
年４月から新しい契約が始まった時点
で、有期労働契約から無期労働契約に
転換できると聞いてますが、どういうこと
ですか？

Ａ今回の質問は、労働契約法18条に
よって、労働者が希望（申込み）す

れば、これまでの有期労働契約が無期
労働契約に転換するという制度で、平
成25年4月1日に施行され、一般的に
「有期労働契約の無期転換ルール」と言
われてます。
▶ パート、アルバイトなどの有期労働契
約で働く人は、全国で約1,４８５万人、そ
の約3割の約４３８万人の方が通算5年

を超えて、有期労働契約を繰り返し更
新しているという調査があります。(平成
２８年１月規制改革WG資料より)
▶ こうした労働環境は、雇止めの不安や
有期契約を理由とする不合理な労働条
件に甘んじる結果となっています。この
制度はそうした働く人が安心して働ける
社会を実現するものです。
▶ これには、幾つかの重要な要件があ
ります。
ⅰ）有期労働契約が反復更新され、
ⅱ）通算5年を超えたときに、
ⅲ）労働者の申込によって、
ⅳ）無期労働契約に転換されます。
▶ 「通算5年」に関して、通算契約期間
は、制度ができた平成２５年４月１日以
後に開始する有期契約期間が対象です。
→つまり、それ以前の期間はカウントで

きません。
▶ 以下で各段階を整理してみます。
(1)無期転換申込権の発生…平成２５年
４月１日以後に開始した有期労働契約
が３０年４月１日に新たに更新された場
合、有期労働契約の通算期間が5年を
超え、労働者に無期転換申込権が発生
します。
(２)この平成３０年４月１日から始まる有
期労働契約期間中に、労働者が無期転
換の申込をすることができます。
(３)無期転換の申込みをすると、使用者
はそれを承諾したとみなされ、申込み時
に無期労働契約が成立します。
(４)平成３１年３月末で有期労働契約期
間が終了し、その翌日(事例では平成３
１年４月１日)から無期労働契約の効力
が発生します。
(５)無期労働契約の労働条件は、原則、
直前の有期労働契約と同一です。
▶ 厚生労働省の「有期労働契約者の無
期転換ポータルサイト」が参考になりま
す。
▶ 申込みを検討される方は、会社の就
業規則等を確認するとともに、大分労働
局、各地域の労基署、大分県労政・相
談情報センターなど労働相談窓口へご
相談ください。

【執筆】

社会保険労務士

齋藤 信也 氏
○齋藤社会保険労務士事務所

大分市判田台北２－４－６有期労働契約の無期転換ルールについて

【無期転換の例 平成25年4月開始で契約期間が１年の場合の例】



〇審査事件関係
種　　別 新　規 2月から繰越 終　結 5月へ繰越

不当労働行為事件 0 2 1 1
労働組合資格審査 0 1 0 1
再審査事件 1 0 0 1

種　　別 新　規 2月から繰越 終　結 5月へ繰越
あっせん 0 0 0 0
調停 0 0 0 0
仲裁 0 0 0 0

種　　別 新　規 2月から繰越 終　結 5月へ繰越
あっせん 0 0 0 0

◎ 事 件 関 係

〇調整事件関係

〇個別労働関係紛争関係

1038 1077
1151

1201 1236

1458

800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500

H23 H24 H25 H26 H27 H28

件数

第４９号 労働おおいた 平成２９年５月号
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「労働おおいた」へのご意見・ご感想をお寄せください。

大分県商工労働部雇用労働政策課

〒870-8501 大分市大手町３－１－１
TEL.097-506-3351 FAX.097-506-1756
E-mail： a145８0@pref.oita.lg.jp

Web労働おおいた

http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/rod

ooita-0000.html

おおいたの労働

http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/

◆労委だより (平成２９年３月～４月の概況）

大分県労政・相談情報センター 平成２８年度労働相談状況と労働相談の案内

■大分県労働委員会

（１）相談件数は１８％増
労働相談の件数は、前年度から２２２

件増加し、１，４５８件（１８．０％増）となっ

ています。県内景気は、緩やかに持ち直
しており、雇用面では、労働需給は着実
に改善していますが、複雑多様化する労

働環境を反映して、労働相談は２３年度

から増加傾向にあります。

（２）労働者からの相談が９３．６％
労使別相談件数をみると、労働者１，３

６４件（正社員７５４件、非正社員６１０件）、
使用者９４件となっています。

労使別の割合でみると、労働者からの

相談が全体の９３．６％を占めています。
また、労働者のうち、正社員が５５．３％、

非正社員が４４．７％となっています。

（３）賃金、労働時間、退職の相談が上
位

相談件数を内容別にみると、【賃金（賃
金未払い、時間外手当等）】が２４０件、
【労働時間、休日・休暇】が２００件、【退

職、退職金】が１６０件、【労働条件その
他】が９７件の順に相談件数が多くなっ
ています。

また、ハラスメント関係（パワハラ、嫌

がらせ、セクハラ）が１６４件（前年度１４
７件）と１１．６％増となっています。

◎定例総会

３月１４日 第１６０４回定例総会

３月２８日 第１６０５回定例総会
４月１１日 第１６０６回定例総会

４月２５日 第１６０７回定例総会

◎大分県労働委員会 労働相談ダイヤル
０９７－５３６－３６５０

・大分県労働委員会では、無料で労働相談を実施していま

す。解雇、賃金未払い、配転など労使間トラブルでお困りの

方は、お気軽にご相談ください。
・大分県労働委員会（県庁舎本館７階）

〒８７０－８５０１ 大分市大手町３丁目１番１号

※相談時間は、９時から１７時まで

◇県職員が対応します

◇場所： 大分県庁舎本館 ７階

雇用労働政策課 労働相談室

毎月第三木曜日は電話相談を

２０：００まで延長します

通常労働相談(随時)

電話相談は労働相専用ダイヤルへ

夜間労働相談(な･い･と)

◇毎月１回、県内を巡回して開催
◇弁護士、社会保険労務士等が、

対応します

◆６月２２日(木) ・大分会場
<場所>ホルトホール大分４０９会議室

(大分市金池南1-5-1)
<受付>13：15～16：15
◆７月２７日(木) ・中津会場
<場所>県中津総合庁舎３F大会議室

（中津市中央町1-5-16）
<受付>13：15～16：15

巡回特別労働相談

◇毎月県内を巡回して開催
◇県職員が対応します

◆６月１３日(火) ・臼杵会場

<場所>臼杵市役所101・102会議室

<受付>11:00～15:00

◆７月１３日(木) ・宇佐会場

<場所>宇佐市役所４２会議室

<受付>11:00～15:00

労働なんでも相談

予約不要・秘密厳守 予約不要・秘密厳守

電話相談は労働相専用ダイヤルへ

予約不要・秘密厳守

労働相談専用ダイヤル

固定電話からは

0120-601-540 へ

携帯･公衆電話からは

097-532-3040へ

電話相談は労働相専用ダイヤルへ

大分県労政・相談情報センターの
労働相談の推移（平成23年～28年）

仕事や職場の
トラブル・悩み事のある方は
大分県庁の労働相談を
ご利用ください！

件数

年度


